
 

 
 

  

債権株式会社から架空請求のハガキが届いた！ 

 

 

本日、債権株式会社から「ご確認のお願い」のハガキが届いた。「先日、請求しているが

入金の確認が出来ていません。」などと書いてあるが心当たりがない。問合せ先に連絡はし

ていない。（７0代女性） 

 

 最近、「債権株式会社からハガキが届いた」と相談を寄せられています。実在しない会

社です、書かれた問い合わせ先には決して連絡しないで下さい。 

 連絡を急がせるケースは、特に慎重に対応しましょう。 

 問い合わせ先に連絡すると、電話番号や個人情報を知られてしまい、支払いを請求され

る可能性があります。 

 まず、法務省の登録された事業者か調べてみましょう。又、実在する企業をかたるケー

スもあります。 

 このようなハガキが届いても慌てないでください。心配な時は、消費生活センター・名

寄警察署(☎2－0110)に相談してください。 

 

事 例 

 

アドバイス 

名寄市消費生活センター情報 20号  令和 2 年１月 24 日     

●問い合わせ先 

名寄市消費生活センター ☎(０１６５４)２-３５７５ 

                           駅前交流プラザ「よろーな」２Ｆ 
         ◆相談時間９：１５～１６:００ ◆休日/土・日・祝日・年末年始 


